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中小企業庁認定「官公需適格組合」 

静岡県知事設立認可「県知事地第１－５号」 

静岡県消防設備保守点検業協同組合 
 

組合だより 
 

  
第 58 号（新春号） 

 
発  行 ： 令和 8年１月 吉 日 
住  所 ： 静岡市駿河区南町 5番 3号 
TEL: 054-287-5091  FAX: 054-287-5092 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@syob-k.com（新アドレス） 
HP アドレス：https：//syob-k.com（新 HP） 

私たちは、法令遵守を行動指針とし、官公庁発注の消防用設備等保守点検業務を通じて、地域社会
の安全・安心と地域活動の活性化に貢献しています。 

消防法に義務づけられている「消防用設備等点検報告」の業務は、各種消防設備士や消防設備点検
資格者が行える「独占的業務」であることから、近年、高度化している建物の各種消防用設備等を一括
発注で適正点検に対応するには、「多数の点検有資格者を現場配置できる業務体制」が必要不可欠で
す。 

静岡県消防設備保守点検業協同組合は、消防法に基づき各種資格者を多数雇用し、現場毎に必須で
ある各種試験器具等を用いて、適正点検を実施している県内唯一無二の協同組合です。 

＜組合員 61社、常用従業員 658人＞ 

（内訳:消防設備士・消防設備点検資格者等479人、電気工事士206人、防火設備検査員77人） 

新春を迎え 皆々様の 

ご多幸をお祈り申し上げます。 
令和八年元旦  

静岡県消防設備保守点検業協同組合  
役職員一同 

 
１ 西川和宏理事長の年頭の挨拶 

令和 8 年（2026 年）の年頭に当たり、組合員の皆様には、お健やかに清々しい

新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。また、旧年中は組合業務の

各般にわたりご協力頂きましたこと、厚く感謝申し上げます。 

さて、昨年の日本経済を振り返りますと、トランプ関税の影響で、自動車業界

を筆頭に日本の輸出産業などが大きく翻弄されました。そうした中、10月に日本

初の女性総理大臣が誕生し、「強い経済」を構築するため、「責任ある積極財政」

を掲げました。国民生活を物価高から守り、日本全体を成長させ豊かにするため

の様々な政策を打ち出し、今後は日本経済が力強く発展していくことを期待しております。 

このような中、当組合の昨年の受注は過去最高額の 2 億 4 千万円余（税抜き）となりました。これは、

組合員皆様のご協力はもとより、関係各位が当組合の実績を信頼していただき、さらに、組合の活動に

ご理解とご協力をいただいたことに感謝申し上げます。 

しかしながら、依然として組合事業を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。昨今の消防設備

は高度化が進み、DX等が使える技術者が不可欠でありますが、技術者の高齢化や働き手不足などによ

り人員の確保が厳しく、さらに、労務単価等が高騰しております。また、この猛暑により点検時の労働環

境も厳しい状況であります。このような中でも、私たちの業務は、消防法が義務づける消防用設備等点

検報告を完遂することは、万が一の災害時に備えた大変重要な任務であることから、今後、益々、当組

合員の有資格者による点検業務の存在意義が高まると思われます。 

結びに、新年を迎え、役員一同心を新たにし、法令遵守、適正点検の実施に向け、なお、一層精進し、皆

様方の信頼にお応えできるようお誓い申し上げ、合わせて、組合員の皆様にとっても素晴らしい年にな

りますようご祈念申し上げ、新年の御挨拶とします。 

mailto:info@syob-k.com
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２ 新年の御挨拶 静岡県危機管理部 危機管理監代理兼 
                       危機管理部部長代理  滝 明 

明けましておめでとうございます。 

 静岡県消防設備保守点検業協同組合の皆様におかれましては、お健やかに新春

をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 平素から静岡県民の安全、安心な暮らしを守るため、消防用設備等の保守点検や

設備施工等を通じて、防火対象物に対する防火安全対策に多大なる御尽力をいた

だいておりますことに対しまして、深く感謝を申し上げます。 

 昨年９月には、台風第 15 号による竜巻や大雨により、本県におきまして尊い人命が失われるととも

に、牧之原市や吉田町をはじめ県内において、多くの家屋に甚大な被害が発生しております。近年、この

ような自然災害の激甚化、頻発化が顕著となっております。静岡県では、早期避難行動や避難所開設・

運営対策、孤立集落対策などの取組を進めております。 

 防災への取組は、災害想定に応じ、事前の災害予防対策や、災害発生時の災害応急対策など対応して

いく必要があります。そのためには、平時と災害時に境目なくつなげていく対応や、関係者同士の顔の

見える関係作り、一人ひとりが他人事(ひとごと)ではなく自分事、我が身への危機として捉え、意識と

備えを高めることが重要です。例えば、防災訓練への参加は、地域の人々や関係機関との交流の好機

でもあり、意見交換や関係構築などに大変、有効です。地域や地元において、防災の取組に携わりいた

だきますようお願いいたします。 

 貴組合員の皆様におかれましては、静岡県民の生命や財産、生活等を守るため、今後とも、消防用設

備等の適切な保守点検・維持管理業務に御尽力いただきますようお願い申し上げます。 

結びに、貴組合のますますの御発展と、組合員の皆様の御健勝、御活躍を心から祈念申し上げ、新年

の御挨拶とさせていただきます。 

３ 年頭の御挨拶   静岡市消防局   消防局長    成澤 央久 

あけましておめでとうございます。 

静岡県消防設備保守点検業協同組合の皆様方におかれましては、輝かしい新年

をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。 

さて、昨年の全国的な災害では、２月 26日に岩手県大船渡市で林野火災が発生し

約 3,370 ヘクタールを焼損する甚大な被害がもたらされました。一方、当消防局管

内に目を向けますと、台風 15 号の発生に伴い、９月５日に風速毎秒約 75 メートルと

いう国内最大級の竜巻が牧之原市から吉田町にかけて発生し、突風により多数の人

的・物的被害が生じるなど、深刻な爪痕を残しました。被災地の復旧及び被災者の生

活再建に取り組んでいただいた方々に、改めて敬意及び感謝の意を表します。 

このような大規模災害や自然災害に備えることはもちろんのこと、日常的に起こり得る火災に備え、

その被害を最小限にするには、防火管理等のソフト面における整備に加えて、消防用設備等の適切な設

置及び維持管理が不可欠です。消防局では、立入検査をはじめとしたあらゆる機会を通じ、火災予防対

策を講じるとともに、消防法令違反に対する是正を推進しているところです。 

そのような中、近年の予防分野における消防局の大きな動きとしては、地域住民へのサービス向上の

ために、各種申請、届出等の電子化を進めており、今後も、建築確認申請における消防同意事務の電子

化の拡充を図るなど、時代の潮流に合わせて消防事務の効率化、円滑化等を推進してまいります。 

貴組合におかれましては、専門的な知識及び高度な技術により消防用設備等の保守点検・維持管理業

務を適切に実施し、地域住民の安全・安心な環境の実現のために御尽力いただきますとともに、消防行

政への一層の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、貴組合の益々の御発展並びに組合員の皆様方の御健勝及び御活躍を祈念いたしまして、年

始の御挨拶とさせていただきます。 
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４ 年頭のご挨拶  静岡県中小企業団体中央会 専務理事 田中 秀幸  

新年あけましておめでとうございます。静岡県消防設備保守点検業協同組合様

並びに組合員企業の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶

び申し上げます。 

さて、昨年を振り返りますと、国内では、大分県佐賀関で住宅など１７０棟が延焼

する大規模な火災が発生し、また海外では、香港の高層マンションで火災が発生し

多くの尊い命が奪われました。このような大規模な災害を目の当たりにすること

で、改めて、火災の恐ろしさ、無残さを思い知らされた 1年となりました。 

貴組合におかれましては、官公需適格組合として消防設備の点検業務を受注され、組合員の皆様の卓

越した技術と地域を守るという熱い情熱により、事業活動や地域住民の基盤を支えておられます。 

消防設備の保守点検業務は、そのオーナーである当事者のみならず、不特定多数の生命財産を守る

大変重要な仕事であります。昨今、高機能化した建築物の登場により消防設備も複雑化する中で、貴組

合では、長年にわたり培ってきたノウハウに新たな技術を取り入れ、その重要な責務を果たすための能

力向上に尽力しておられます。 

貴組合のこうした日々の地道な活動は、地域の生活だけでなく、中小企業者の安定した事業活動を

維持・継続するという点においても大変重要なものであり、改めて敬意を表しますとともに心から感謝

申し上げる次第であります。 

私共中央会では、変化の激しい時代にあって、組合による稼ぐ力向上を支援するべく、令和5年度に5

か年計画を策定し、翌 6年度よりスタート致しました。 

しかし、いかに稼ぐ力向上に情熱を傾けようとも、事業活動の土台となる安全安心が揺らいでいて

は、その実現は夢に帰すこととなります。 

貴組合におかれましては、こうした中小企業の挑戦を結実させるためにも、今後とも地域社会の安全

安心に向け、引き続きご尽力賜りますよう心よりお願い申し上げる次第でございます。 

結びに、本年が皆様方にとりまして更なる発展の 1 年となりますよう心よりご祈念申し上げ、新年のご

挨拶と致します。 

 

５ 雑感 

昨年の火災関係の大きな被害は、２月の岩手県大船渡市の大規模山林火災や、11月の大分市佐賀関の

大規模火災がありました。また、海外では 11 月に香港で発生した高層ビル群の火災は、香港のビル火災

で史上最悪の事態となりました。 

被災した大船渡も佐賀関も海と山に囲まれた地域で、強風と空気の乾燥など様々な条件が重なり合

って、飛び火などが発生し、山林火災の延焼が拡大されたものと思います。 

一方、香港の高層ビルの火災が拡大した要因は、今後、検証されると思いますが、報道などによると、

①建物の改修工事に竹製の足場が使われ、この足場が炎を急速に拡大させたこと②改修工事に窓やド

アに貼られていた発砲スチロールが火の燃え広がる原因となったこと③強風と乾燥した気候が相まっ

たこと など複数の要因が重なりました。 

ビル火災においては、普段から消火設備や火災報知器の点検はもとより、避難経路の確認が不可欠で

す。さらに、この被害にあったビルでは、高齢者が多く居住しており、火災でエレベータが使えなくなった

ため、多くの方が一気に階段に集中し、階段を使った移動がボトルネックになったと思います。今後、高齢

化や高層化が進む中で、階段以外での避難を考える必要があると感じました。 

最後に、本県でも、冬期はほとんど雨が降らず空気が乾燥し、さらに強風が吹くこともあり、火災の発

生頻度が高くなります。先ずは日頃から、防火に対する意識を持って、防火設備等の適正点検をしっかり

行い、良い一年にしたいと思います。 
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６ 組合のホームページの改良 

１ 現状  

組合のホームページ（ＨＰ）は、平成 29 年度に全面的に掲載内容を見直し、毎年度、追加や修正箇所

を委託業者に依頼して更新運用していました。 

ＨＰを検索する端末は、以前はパソコンがほとんどでしたが、近年では、多くの人がスマホやタブレ

ット（スマホ等）を利用しています。 

２ 課題 

これまでの画面をスマホ等で見ると、パソコンに合わ

せた画面表示のため、画面が切れたり、文字が小さく

見え難い場合がありました。 

また、スマホ等で見ることを想定してないため、組合

が伝えたい内容や、ユーザが求める情報に直ぐにアク

セスできないことがありました。 

このため、スマホ対応したＨＰに改良することで、デ

バイスごとの画面サイズになり、ユーザに見やすく分

り易い内容としました。 

３ 対応 

（１）ターゲット 

 組合員、行政関係者、一般県民等 

（2）内容 

・基本的な内容は維持しつつ、分かり易い画面構成 

・スマホ等の様々なデバイスに対応したレスポンシブ

な構成 

・組合内で即時更新できるテンプレート 

（３）時期 

 令和 7年 12月末に完成 

（４）ＨＰとメールアドレスの変更 

 これまでのＨＰのサーバーが静岡県中小企業団体中央会のサーバーを利用していたため、組合内

でＨＰを追加・修正する際は、外部委託しないと修正が出来ませんでした。このため、事務局のＨＰを即

時修正できる WordPress として HP を構築し、さらに、新たに事務局でサーバーを持ち、併せて、メー

ルアドレスも変更することとなりました。 

  新 ホームページのアドレス 

    https：//syob-k.com  

  新 メールアドレス 

        info@syob-k.com 

  なお、当面は旧メールアドレスでも送受信は可能ですが、今後は時期を見て切り替えていきます。 

（5）旧ホームページについて 

旧ホームページはそのまま残っています。これまでの活動内容などについては、引き続き旧ホー

ムページをご覧ください。 

※ 皆様も一度 HPを覗いて見てご意見を頂ければと思います。 

【新 HP のトップページ】 

【新 HP のQR コード】 

登録内容の変更をお願いします。 
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◆◇◆ 組合顧問弁護士兼理事の法律メモ ◆◇◆ 
 

～身近な法律違反（３）～ 
 

今回も身近な法律違反についてのお話を続けます。 

最近寒くなりましたので、たき火をしたくなることもあろうかと思

います。 

しかし、家やその塀、森林など火が点くと燃え広がるおそれのある

物品や建物の近くでたき火をすると軽犯罪法第１条９号等に該当する

可能性があります（火気乱用の罪）。物品や建物に限らず、ガソリンな

どの危険物の近くでのたき火も同様です。屋外でのたき火には十分

に注意して下さい。 

皆さんは電車やバス等の公共の交通機関を利用したり、コンサート

や映画を観に行ったりするかと思います。こういった場所で列に並ん

でいる時に、時々割り込んでくる人もいます。 

しかし、公共の場で列に威嚇しながら割り込み、列を乱す行為も軽犯罪法第１条１３号等に該当する可

能性があります。 

この時、暴言などで周囲の人達を威嚇しさらに迷惑をかける行為は、脅迫罪や強要罪等に問われる

おそれもあります。 

さらに、その場所が鉄道機関内の施設である場合には、鉄道営業法違反に該当する場合がありま

す。 

その他、日常的によく見かけるものとしては、路上につばを吐く行為も、他人に不快感を与えると同

時に不衛生であるという理由で軽犯罪法第１条２６号等に該当するおそれがありますし、ごみのポイ捨

ても汚廃物放棄ということで軽犯罪法第１条２７号等に違反するおそれがありますし、指定日以外の日

にごみを出す行為も産業廃棄物処理法第１６条に違反するおそれがありますし、スピードが遅いという

理由で歩行者や自転車に対して車のクラクションを鳴らす行為も道路交通法第１２１条１

項６号・同第５４条２項本文に違反するおそれがあります。 

以上の行為は、必ず罰せられるわけではありませんが、悪質性

が高いと判断されれば、罰せられる可能性もありますので、日常生

活を送る上で、モラルと常識を意識して、相手の立場に立って考え

るようにしていただければと思います。  

通常総会のお知らせ（予告）  

○ 第 32回通常総会 

  日時：令和８年（2026年）5月 21日（木） 16時 30分開会  

会場：グランディエール・ブケトーカイ（静岡市葵区） 

○ 同組合関係者懇親会 

  日時：令和８年（2026年）5月 21日（木） 17時 30分開会 同会場 

○ 第 11回青年部会通常総会 
  日時：令和８年（2026年）5月 21日（木） 16時 00分開会 同会場 

顧問弁護士 吉川 友朗 
 森下公園前法律事務所     
 静岡市駿河区稲川２－６－５ 

   電話 054-204-3521 
   F A X 054-204-3522 
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にっこう 

 

  〇 組合員の異動等（お知らせ）           （敬称略） 

    ・宮下防災 

      新住所：静岡県袋井市鷲巣 392-34  【R8.1.1】 

 

＜組合員名簿＞ ６１ （地区別五十音順） 
会社名 代表者 住 所 電 話  会社名 代表者 住 所 電 話 

広伸防災㈱本社 

      沼津支店 

飯塚史洋 富士市川成島 0545-63-2178  サイトウ防災 齋藤 至 浜松市中央区 053-474-3837 

鈴木広昭 沼津市沼北町 055-923-3363  三興電機㈱ 村串守啓 浜松市中央区 053-436-5111 

鈴与技研㈱東部支店 髙田靖彦 沼津市大諏訪 055-941-6481  ㈲季髙防災メンテナンス 季髙典裕 浜松市中央区 053-435-4308 

ニッセー防災㈱ 土谷直人 裾野市佐野 055-992-5213  鈴木消防設備 鈴木政則 浜松市中央区 090-5118-8048 

㈱アオイテレテック 佐野靖浩 静岡市駿河区 054-286-1256  ㈱鈴木防災 鈴木啓示 磐田市富丘 0538-84-7455 

㈱SG 防災テクノサービス 杉村友也 藤枝市田沼 054-637-1260  鈴木防災 鈴木芳武 浜松市中央区 053-465-6334 

㈱共同設備 遠藤英人 静岡市葵区 054-265-9255  鈴与技研㈱西部営業所 川村孝祐 掛川市本所 0537-27-2331 

近藤設備 近藤晃弘 静岡市駿河区 054-256-0690  西遠消防機具㈱ 松井清海 浜松市浜名区 053-586-4456 

消防機材山治（株） 福井隆幸 静岡市葵区 054-248-0119  
セルコ㈱本社 

   掛川営業所 

   磐田営業所 

    湖西営業所 

西川和宏 浜松市中央区 053-463-1341 

鈴与技研㈱本社 杉山和幸 静岡市駿河区 054-281-3311  高畠俊太郎 掛川市掛川 0537-22-0119 

関防災設備 関貴之進 静岡市清水区 054-351-1557  鈴木睦久 磐田市西貝塚 0538-31-8565 

㈱セキュア 石神利明 島田市金谷 0547-47-3100  古橋佳彦 湖西市吉美 053-575-3119 

セルコ㈱静岡支店 橋詰 歩 静岡市駿河区 054-288-2210  相互電池産業㈱浜松事務所 石原忠勝 浜松市中央区 053-424-7552 

セルコ産業㈱ 西川和宏 静岡市駿河区 054-260-6009  ㈱タキボウ 瀧 雅也 浜松市中央区 053-523-7500 

太平エフ・イー・システム㈱ 平野和真 静岡市駿河区 054-257-6855  ㈱タナカ総合 田中誠次 浜松市中央区 053-543-9723 

㈱タピア 湊 宏冶 静岡市葵区 054-248-6466  中部防災工業㈱ 松坂直和 浜松市中央区 053-438-3081 

日興電気通信㈱静岡営業所 宮川宗明 静岡市駿河区 054-266-6762  TFサービス 古𣘺有一朗 浜松市中央区 090-7617-8408 

㈱日本防災システム 大島至了 島田市中河町 0547-35-2001  電通システム㈱ 木下敏彦 浜松市中央区 053-441-3911 

花村消防設備 花村英樹 静岡市葵区 054-277-3194  東海消防技研㈱ 佐藤 誠 浜松市中央区 053-463-5601 

㈱ピーティーエス 坪井政春 静岡市清水区 054-388-9989  東海防災㈱ 大村 誉 浜松市中央区 053-474-2627 

㈱富士消防機商会 荒瀬敏弘 静岡市清水区 054-366-7034  ㈲豊田消防設備 金原克己 磐田市東貝塚 0538-36-0119 

㈱プラステクト 鈴木 努 静岡市葵区 054-204-1882  日興電気通信㈱本社 堀部成信 浜松市中央区 053-439-1125 

マナブ防火防災メンテナンス 遠藤 学 静岡市清水区 080-4939-0093  ニッコウプロセス㈱ 加藤裕介 浜松市中央区 053-439-1122 

宮﨑設備 宮﨑誠二 静岡市葵区 090-6616-4448  ㈱日本防火研究所 市川智也 浜松市中央区 053-461-1373 

宮澤電池産業㈱ 宮澤 学 静岡市葵区 054-247-1211  ㈲袴田防災設備 竹内宏行 浜松市浜名区 053-587-1373 

明幸電業 鈴木秀幸 静岡市駿河区 054-256-2878  浜松総合防災設備㈱ 澤木典子 浜松市中央区 053-465-4664 

E.BOSAI 太田悦由 浜松市浜名区 090-1563-5019  ㈲富士電機浜松 小池浩司 浜松市中央区 053-464-1183 

㈲石垣防災 石垣益年 浜松市浜名区 053-587-5699  (同)藤屋設備 近藤奈央 浜松市浜名区 053-542-0084 

㈲エイト・エス・イー・エム 町田和久 掛川市亀の甲 0537-24-0407  防災設備社㈱ 金野 均 浜松市中央区 053-423-0119 

㈲遠州消防設備 神谷知宏 磐田市天龍 0538-34-6574  ㈲北部防災工業 鈴木康之 磐田市大久保 0538-38-1742 

太田防災 太田済広 浜松市天竜区 053-925-2814  宮下防災 宮下 光 袋井市鷲巣 080-5100-3088 

木下電気㈱ 木下哲志 浜松市浜名区 053-582-3930  みゆき防災 野末 悠 浜松市中央区 090-5454-2003 

北沢防災設備㈲ 北澤浩之 浜松市浜名区 053-586-4100  ムラツー 村松哲也 浜松市中央区 053-437-6711 

㈱北島電設 北島 実 浜松市中央区 053-433-5303  ライト・アーマー 中村文彦 浜松市中央区 080-5130-1996 

㈱久嶋防災 久嶋宏之 浜松市中央区 080-2662-3019  

＜賛助会員名簿＞ ５ （五十音順） 
会社名 代表者 住 所 電 話 

三和シヤッター工業㈱浜松ﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 宮井孝朗 浜松市中央区 053-422-7505 

TOA㈱静岡営業所 中矢直樹 静岡市葵区 054-251-5350 

能美防災㈱静岡支社 遠藤英人 静岡市葵区 054-340-0013 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾜｰｸｽ社静岡電材（営） 竹内宗蔵 静岡市葵区 054-261-8618 

ホーチキ(株)静岡支社 丸山清太郎 静岡市駿河区 054-202-3811 

 

 

理事長 西川和宏 セルコ株式会社 

副理事長 杉山和幸 鈴与技研株式会社 

副理事長 堀部成信 日興電気通信株式会社 

理事 飯塚史洋 広伸防災株式会社 

理事 吉川友朗 森下公園前法律事務所 

監事 土谷直人 ニッセー防災株式会社 

監事 佐野靖浩 株式会社アオイテレテック 

事務局長 伊藤 晃 専務理事兼務 

事務局職員 鷲巣節子 


